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「
倒
産
・
解
雇
等
に
よ
る
離
職
」、「
雇
い
止
め
な

ど
に
よ
る
離
職
」
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
方
は
、
失

業
（
離
職
）
か
ら
一
定
の
期
間
、
国
民
健
康
保
険

税
が
軽
減
さ
れ
ま
す
。（
軽
減
に
は
申
請
が
必
要
で

す
）

■
対
象
者
に
つ
い
て　

　

次
の
①
～
⑤
全
て
に
あ
て
は
ま
る
方
が
対
象
と

な
り
ま
す
。 

①
国
民
健
康
保
険
加
入
者
で
あ
る
こ
と

②
雇
用
保
険
受
給
資
格
者
証
の
離
職
年
月
日
が
、

平
成
21
年
３
月
31
日
以
後
で
あ
る
こ
と 

③
離
職
日
に
お
い
て
、
65
歳
未
満
で
あ
る
こ
と 

④
該
当
者
の
給
与
所
得
が
ゼ
ロ
で
な
い
こ
と

⑤
雇
用
保
険
受
給
資
格
者
証
を
お
持
ち
の
方
で
、

「
離
職
理
由
コ
ー
ド
」
が
「
11
・
12
・
21
・
22
・

23
・
31
・
32
・
33
・
34
」
の
い
ず
れ
か
で
あ
る
こ
と

■
適
用
さ
れ
る
期
間
に
つ
い
て

　

離
職
日
の
翌
日
か
ら
、
翌
年
度
末
ま
で
と
な
り

ま
す
。

※
再
就
職
し
て
国
民
健
康
保
険
以
外
に
加
入
す
る

場
合
は
、
そ
の
時
点
ま
で
と
な
り
ま
す
。

■
軽
減
の
算
定
方
法

　

対
象
者
の
前
年
所
得
の
う
ち
、
給
与
所
得
を

３
０
／
１
０
０
と
し
て
算
定
し
賦
課
す
る
こ
と
に

よ
り
、
国
民
健
康
保
険
税
を
軽
減
し
ま
す
。（
給

与
以
外
の
所
得
、
対
象
者
以
外
の
被
保
険
者
の
所

得
、
対
象
期
間
外
の
所
得
に
つ
い
て
は
、
１
０
０

／
１
０
０
と
し
て
算
定
し
ま
す
。）

■
申
請
に
必
要
な
も
の　

○
雇
用
保
険
受
給
資
格
者
証
の
写
し

○
印
鑑

■
申
請
場
所　

　

税
務
課
お
よ
び
各
総
合
支
所
・
出
張
所

■
問
い
合
わ
せ
　
税
務
課　

課
税
第
１
班

☎
０
８
２
０
（
７
４
）
１
０
０
８

非
自
発
的
失
業
者
の
方
は
国
民
健
康
保
険
税
が
軽
減
さ
れ
ま
す

周防大島高等学校

安下庄浄化センター

山口県柑きつ振興センター

橘総合支所

橘
総
合
セ
ン
タ
ー

長尾八幡宮

普門寺

庄南ビーチ

　

安
下
庄
地
区
公
共
下
水
道
で
は
、
２
月
１
日
か
ら
使
用
で
き
る
区
域

が
左
図
の
と
お
り
、
さ
ら
に
拡
大
さ
れ
ま
す
。
供
用
開
始
区
域
図
の
縦

覧
を
、
上
下
水
道
課
お
よ
び
橘
総
合
支
所
の
窓
口
で
、
１
月
18
日
㈮
か

ら
１
月
31
日
㈭
の
間
行
い
ま
す
。

　

な
お
、
供
用
開
始
か
ら
３
年
以
内
に
水
洗
便
所
に
改
造
さ
れ
る
と
、

資
金
の
融
資
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
ま
た
、
快
適
な
生
活
と
環

境
保
全
の
た
め
に
、
早
め
に
下
水
道
へ
の
接
続
を
お
願
い
し
ま
す
。

■
問
い
合
わ
せ
　
上
下
水
道
課　

☎
０
８
２
０
（
７
９
）
１
０
１
１

公共下水道の供用開始区域が拡大されます　－ 安下庄地区 ー

　

　山口県弁護士会、山口県司法書士会等
との共催で、多重債務者向けの無料法律
相談会を開催します。
■日時　
○２月 22 日㈮
前半　午後２時から４時 30 分まで
後半　午後５時 30 分から午後８時まで
○２月 23 日㈯
前半　午前 10 時から午後０時 30 分まで
後半　午後１時 30 分から午後４時まで
※両日とも、前半は司法書士相談、後半
は弁護士相談
■場所　柳井市文化福祉会館３階
■定員　各 10 人（定員になり次第締切）
■申し込み　２月 15 日㈮（※執務時間
内土日祝日除く）までに事前に電話で予約
■内容　法律専門家との面接相談

（専門家への相談は１人 30 分。なお、事
前に相談内容の整理をする必要があるた
め１時間前の来場が必要）

■申し込み・問い合わせ
　柳井市消費生活センター

（市商工観光課内）  
☎０８２０（２２）２１２５

多重債務者向け無料法律相談会
（要予約）


